
長期履修制度について 

 

長期履修制度とは、職業を有している、または育児・介護等を行う必要がある等の事情（ただし、入院、療養、

出産、長期出張、海外留学等の事由により一定期間履修することができない者及び外国人留学生を除く。）

により標準的な修業年限での修了が困難な者に限り、所定の在学年限の範囲内で修業年限を延長し教育課程

を履修することを認める制度です。なお、長期履修制度は出願時のみ申請可能です。 

 

学費は標準修業年限で支払う額を長期履修期間で分割して納入することになります（別表参照）。働き

ながら学びたい社会人にとって修学しやすい制度となっています。 

 

また、入学時の計画より早くに単位の修得（修了）が見込まれる場合は、修了を希望する前年度の 1 月末まで

に必要書類を提出のうえ申請すれば、在学中１回限り変更（短縮）が可能となります。短縮が認められた場合の

学費については、次の学費を納入する際に差額が上乗されます。 

 

【標準修業年限】 

研究科 課程 標準修業年限 最長年数（長期履修が認められた場合） 

看護学研究科 博士前期課程 
2年 4年 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学研究科 修士課程 

看護学研究科 博士後期課程 
3年 6年 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学研究科 博士後期課程 

薬学研究科 博士課程 4年 8年 

 

 

（申請の手順） 

①  教員に相談して申請許可をもらう 

受験希望分野の教員との事前相談時に、長期履修制度を利用したい旨を相談してください。申請

の許可が得られたら、長期で履修した場合の履修計画をしっかり指導してもらい、納得した上で入学

試験に臨んでください。 

 

②  出願書類に「長期履修申請書」を同封する 

     

 

（結果通知） 

    合格通知書に結果を同封し通知します。 

 

 

 



（別表） 長期履修制度支払一覧 

 

 【看護学研究科 ・ リハビリテーション科学研究科 ＜博士前期課程・修士課程＞】 

3 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～3 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 133,300 33,300 133,340 33,340 

 

4 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～4 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 100,000 25,000 100,000 25,000 

 

 

 【看護学研究科 ・ リハビリテーション科学研究科 ＜博士後期課程＞】 

4 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～4 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 187,500 37,500 187,500 37,500 

 

5 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～5 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 150,000 30,000 150,000 30,000 

 

6 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～6 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 125,000 25000 125,000 25,000 

 

 

【薬学研究科 ＜博士課程＞】 

5 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～5 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 160,000 40,000 160,000 40,000 

 

6 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～6 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 133,260 33,260 133,340 33,340 

 

7 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～7 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 114,230 28,460 114,290 28,580 

 

8 年 
入学検定料 入学金 

1 年前期 1 年後期～8 年後期 

授業料 教育充実費 授業料 教育充実費 

30,000 100,000 100,000 25,000 100,000 25,000 

 


